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４月１日から失業認定の手続きが４月１日から失業認定の手続きが４月１日から失業認定の手続きが４月１日から失業認定の手続きが

変わって変わって変わって変わっていますいますいますいます

◆◆◆◆基本手当の不正受給の実態基本手当の不正受給の実態基本手当の不正受給の実態基本手当の不正受給の実態

雇用保険の基本手当は、労働の意欲および能力を

有しながら働くことができずに、求職活動を行って

いる方の生活の安定と早期再就職を促進するための

給付ですが、いわゆる「不正受給」に当たるケース

（３）駐輪場の確保などの物理的な負担

企業としては、まずは自転車通勤を認めるかどう

かについての検討が必要ですし、認める場合には

ルールを作っておかないと、従業員が起こした事故

により使用者責任を問われる可能性もあります。ま

た、通勤手当の取扱いについても検討する必要があ

るでしょう。

現在、自転車通勤を黙認しているような会社では、

ひとたび事故が発生してしまった際には、会社に

とっても従業員にとっても不幸な結果となってしま

います。就業規則の見直しと併せて、保険への加入

等も考える必要がありそうです。

５５５５月月月月の税務と労務の手続［提出先・納付先］の税務と労務の手続［提出先・納付先］の税務と労務の手続［提出先・納付先］の税務と労務の手続［提出先・納付先］

◆本人確認の徹底◆本人確認の徹底◆本人確認の徹底◆本人確認の徹底

さらに、基本手当の受給を申請するときには、離職

票のほか、本人確認書類（運転免許証や写真付き住民

基本台帳カード等）や本人名義の通帳等を持参して受

給資格の決定を受けた後、受給説明会等を経て、指定

した口座に給付が振り込まれることとなります。

この本人確認について、今年４月１日より雇用保険

法施行規則が改正され、受給資格決定時だけでなく、

受給資格決定後においても、本人確認書類の提出を求

給付ですが、いわゆる「不正受給」に当たるケース

があることが確認されています。

厚生労働省の発表によると、2005年から2009年ま

での間に４万件超の不正が確認されていますが、氷

山の一角に過ぎないとも言われています。

基本手当等の給付は、被保険者等が負担する保険

料によって賄われているものですので、当然、同省

もこのようなケースを見過ごすことはできず、法改

正等の対応により対策を講じており、件数が減少す

る傾向になっていましたが、リーマンショックの影

響があった2009年度は前年度比で20％近く件数が増

えています。

◆不正受給対策の内容◆不正受給対策の内容◆不正受給対策の内容◆不正受給対策の内容

不正受給で多いケースは、基本手当を受給してい

るにもかかわらず、求人に応募したりハローワーク

の職業相談を利用したりするといった求職活動の実

態がないケース、求職活動の結果、再就職できたに

10日

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞

［公共職業安定所］

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞

［労働基準監督署］

31日

○自動車税の納付［都道府県］

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］

○外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定

受給資格決定後においても、本人確認書類の提出を求

めることができることとされました。

自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け

◆東京都が条例を採択◆東京都が条例を採択◆東京都が条例を採択◆東京都が条例を採択

東京都は、自転車通勤を認めている企業に対して従

業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付け、

自転車販売店に対して道交法に違反する自転車の販売

を規制することなどを内容とする条例を採択しました。

こうした条例は全国で初めて、７月１日から施行され

ます。ただし、罰則は設けられていません。今後、こ

のような動きが他の自治体にも広がる可能性がありま

す。

◆就業規則に明示がない場合も対象に◆就業規則に明示がない場合も対象に◆就業規則に明示がない場合も対象に◆就業規則に明示がない場合も対象に

また、就業規則で自転車利用を禁止していない企業

に対しては、通勤で利用する従業員用の駐輪スペース

態がないケース、求職活動の結果、再就職できたに

もかかわらず、その報告をしないで基本手当を受給

し続けるというケースが大半を占めます。

そのため、ハローワークでは失業認定申告書に具

体的な求職活動の内容を記載させたり、申告書に書

かれた企業等に実際に応募があったかどうかの確認

をとったりして、求職活動の実態を調査しています。

また、不正受給が発覚した場合には「２倍返し」

「３倍返し」させる等の厳しいルールを設けること

で、不正受給を抑止する効果をねらっています。

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定

所］

当事務所より一言当事務所より一言当事務所より一言当事務所より一言

自転車通勤についてはまだご相談を頂くことは少

ないですが、需要は高まってきていると思います。

労使共に満足できる、充実した社内ルールの整備が

必要となってくるでしょう。

通勤に使うものですから、労災の事故・問題が発

生する前の事前準備はしっかりとやっていきたいと

ころです。

に対しては、通勤で利用する従業員用の駐輪スペース

を確保することも義務付けています。

自転車通勤を積極的に禁止していないと、この条例

が規定する内容に抵触する可能性があるようです。

◆事故により使用者責任を問われるリスクも◆事故により使用者責任を問われるリスクも◆事故により使用者責任を問われるリスクも◆事故により使用者責任を問われるリスクも

健康への関心の高まりなどから自転車通勤をする人

が多くなっていますが、自転車通勤の実施には、従業

員にも会社にも次のようなリスク・負担を伴います。

（１）交通法規や交通規制に対するリスク

（２）交通事故を引き起こしたり，事故に巻き込まれ

たりするリスク


